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令和６年７月１１日 第１３号
交 通 課

令和５年 ４月１日から全ての自転車利用者に対し

て乗車用ヘルメット着用の努力義務が課されています

自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方は、約５割が頭部

に致命傷を負っています。

自分や大切な家族の命を守るため、自転車に乗ったら

ヘルメットの着用をお願いします。


